
○
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件

（
平
成
十
六
年
特
許
庁
告
示
第
一
号
）

改
正平

成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
特
許
庁
告
示
第
七
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
第
十
条
の
二
、

第
二
十
三
条
の
五
及
び
第
三
十
四
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
な
お
、
平
成
十
三
年
五
月
三
十
一
日
特
許
庁
告
示
第
七
号
「
工
業
所
有

権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
二
項
、
第
七
条
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
入
出
力

装
置
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
」
は
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
七
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

条
の
２

第
条
の
５
及
び
第

条
の
４
の
規
定

1
0

2
3

3
4

、

に
基
づ
く
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準

１
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準

．



電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
す
る
際
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
は

以
下
の
機
能
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば

、

な
ら
な
い
。

電
文
作
成
機
能

(
1
)

特
許
庁
長
官
が
平
成

年
月

日
以
前
に
交
付
し
た
又
は
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
理
事
長
若
し

1
8
1
2
3
1

く
は
国
際
事
務
局

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
２
条

の
国
際
事

（
(
x
i
x
)

務
局
を
い
う

以
下
同
じ

が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用
い
て

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等

）
。

。
、

の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

以
下

規
則

と
い
う

第
条
に
規
定
す
る
特
定
手
続

国
際
事
務
局
が
交
付

（

「

」

）

1
0

（

。

す
る
電
子
計
算
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
あ
っ
て
は

規
則
第

条
第
５
号
の
特
定
手
続
に
限
る

に
お
い
て
同
じ

に
1
0

(
3
)

）

、
。

。

つ
い
て

特
許
法

昭
和

年
法
律
第

号
実
用
新
案
法

昭
和

年
法
律
第

号
意
匠
法

昭
和

年
法

（

3
4

1
2
1

）

（

3
4

1
2
3

）

（

3
4

、
、

、

律
第

号
商
標
法

昭
和

年
法
律
第

号
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

昭
和

1
2
5

）

（

3
4

1
2
7

）

（

、
、

年
法
律
第

号
若
し
く
は
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

平
成
２
年
法
律
第

号
又
は

5
3

3
0

）

（

3
0

）

こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令

以
下

特
許
等
関
係
法
令

と
い
う

の
規
定

国
際
事
務
局
が
交
付
す
る
電
子
計

（

「

」

）

（

。

算
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
あ
っ
て
は

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命

、



令
の
規
定
に
限
る

に
お
い
て
同
じ

に
お
い
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
文

(
3
)

）

。
。

を
作
成
す
る
機
能

通
信
機
能

(
2
)

特
許
庁
長
官
が
平
成

年
月

日
以
前
に
交
付
し
た
又
は
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
理
事
長
若
し

1
8
1
2
3
1

く
は
国
際
事
務
局
が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用
い
て

申
請
人
端
末
と
特
許
庁
の
使
用
に
係
る
電
子

、

計
算
機
と
の
間
で
通
信
で
き
る
機
能

電
文
出
力
機
能

(
3
)

特
許
庁
長
官
が
平
成

年
月

日
以
前
に
交
付
し
た
又
は
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
理
事
長
若
し

1
8
1
2
3
1

く
は
国
際
事
務
局
が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用
い
て

規
則
第

条
に
規
定
す
る
特
定
手
続
に
つ
い

1
0

、

て
特
許
等
関
係
法
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
文
を
フ
レ
キ
シ

、

ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
出
力
す
る
機
能
又
は
当
該
電
文
を
光
デ
ィ
ス
ク
へ
出
力
す
る
目
的
で
一
時
格
納
す
る
機
能

附

則
（
平
成
十
八
年
特
許
庁
告
示
第
七
号
）

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行



す
る
。


